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第1　はじめに

近年のデジタル化・ネットワーク化によって、誰
もが簡単にインターネット上に写真を公開し、動画
を配信できるようになり、著作物を取り巻く環境は
ここ数年で著しく変化しました。この潮流を受け、
平成 30 年に著作権法が改正され、一部を除き平成
31 年 1 月 1 日より施行されています。本稿では、教
育現場における著作権の考え方や著作物の利用方法
を紹介しつつ、教育現場にも深く関係する権利制限
規定等の改正点を概説いたします。

以下、条文の記載は著作権法を示します。

第2　著作権とは

1．排他的利用権としての著作権
著作権とは、著作物（創作的に表現されたもの）

に生じる財産的権利で、複製権（コピーする権利）、

公衆送信権（インターネットへのアップロード、電
子メール・FAX の送信、放送等を行う権利）、翻案権

（翻訳、編曲、翻案等改変を行う権利）等の個々の権
利の総称です。

例えば、A さんがイラスト X を描いたとします。X
は、A が創作的に表現したもので、著作物と考えら
れます。この場合、A は X の著作者で、X の著作権は
A に専属的に帰属します。原則として A だけが X を
利用することができ、A の許諾なく、B が X を大量に
コピーして販売したり、X を撮影した写真を SNS に
アップロードすることはできません。このように、
著作権は、排他的利用権（他人の利用を禁止できる
権利）といえます。
2．自由に利用できる場合
（1）保護期間

もっとも、いかなる場合にも第三者の著作物の無
許諾利用が許されないわけではありません。著作物
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が保護を受ける期間（保護期間）は永久ではなく、
保護期間を満了した著作物は、原則として誰でも自
由に利用できます。保護期間は、平成 30 年改正で、
著作者の死後（又は公表後）50 年から 70 年に延長さ
れました。例えば上の例で A が 2020 年に死亡した
場合、X は 2090 年末まで保護され、2091 年 1 月 1 日
から誰でも自由に利用できるようになります。ただ
し、保護期間は、幾度の改正の度に改正前の法律を
参照したり、映画や写真など特殊な考慮が必要な著
作物があったり、外国作品では戦時加算という制度
の適用を考えなければならなかったりと、計算が簡
単にはできないケースもあり、詳しくは弁護士等専
門家にご相談なさることをお勧めいたします。
（2）権利制限規定

また、著作権法は著作権者の許諾なく著作物を利
用できる場合を規定しています。これらの規定を

「権利制限規定」（制限規定）と呼びます。無許諾で
利用が許されるのは、著作物を利用しても著作権者
に与える不利益が少ないと考えられる場合で、日本
では権利制限規定で定められた一定の方法に限られ
ます。たとえば、自分の論考の中で他人の学説を批
判する目的で引用したり、報酬を受けずに無料コン
サートで他人の楽曲を演奏するなどの場合には、他
人の著作物の利用にあたり許諾が不要とされていま
す。学校の音楽会や文化祭で生徒が他人の楽曲を演
奏するのは、この制限規定により無許諾でも許され
ているものと考えられます。

著作権者は、自分の作品を他人に勝手に利用され
たくないと思うでしょう。しかし、いかなる場合にも
著作権者の許諾を必要とすると、著作物の利用が滞
り、文化の発展が阻害されると考えられます。そこ
で、著作権法は、制限規定を設け、著作権者による独
占と自由な利用のバランスをはかっているのです。
3．学校教育における制限規定

著作権法では、学校等の教育機関（営利目的機関
を除きます。以下同様とします。）で教師又は生徒が、
授業の過程において使用する目的の場合には、必要
と認められる限度において、公表された著作物を複
製することを認めています（35 条1項）。例えば、大
災害が起こった翌日に、教師が解説する目的で、授
業において生徒にこの災害が掲載された新聞記事を
配布したり、生徒が調べ学習の授業でインターネッ
ト上の写真や文章を印刷してクラスで配布する場合

が、これにあたります。本来新聞記事、インターネッ
ト上の写真や文章を許諾なくコピーする行為は複製
権を侵害するはずですが、制限規定によって侵害と
ならないのです（配布する行為は譲渡にあたります
が、この場合の譲渡は 47 条の7で許されています）。

学校教育における制限規定では公衆送信も認めら
れていますが、この公衆送信の範囲が改正法で拡充
されました。公衆送信については改正前後の利用方
法を区別するため、詳しくは後述いたします。

第3　改正法の概要

1　改正の 4 つの柱
改正点は大きく 4 つに分けられます。

 

（1）柔軟な制限規定
広めに利用が許される規定として整理された 30

条の 4、47 条の 4、47 条の 5 は、柔軟な制限規定とし
て、AI の活用をはじめデジタル時代の技術開発を促
す規定であり、今後の適用が期待されています。
（2）教育の情報化

平成 30 年改正は、ICT を活用した教育における著
作物等の利用の円滑化を図るため、教育現場におい
て従来から認められていた公衆送信の範囲を拡充し
ました。具体的な改正内容については、次章にて説
明します。
（3）障害者の情報アクセス機会の充実

改正前から、視覚障害者等による著作物の特殊な

本改正の4つの柱
（1）柔軟な権利制限規定(30条の4・47条の4・47条の5関連）

表現の享受を目的としない利用（30条の4）

 コンピュータでの効率的な著作物利用のための付随利用等
（47条の4）

 新たな知見・情報を生み出す情報処理の結果提供に付随する
軽微利用等（47条の5）

（2） 教育の情報化(35条） 

異時授業公衆送信（1項）

異時授業公衆送信に対する補償金（2項）

従前無償とされた行為の無償維持（3項）

（3） 障害者の情報アクセス機会の拡充（37条）

（4） アーカイブの利活用促進(31条・47条・67条関連）

 国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の配信
（31条）

作品展示に伴う美術・写真の著作物の利用拡充（47条）

権利者不明作品の利用に必要な事前供託金の一部撤廃（67条）
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利用である点字による複製、点字データによる著作
物の保存及びネットワークを通じた送信や、一定の
場合における書籍の音訳等が、権利者の許諾なく可
能でした。

平成 30 年改正は、肢体不自由で書籍を保持した
りページをめくれない人など、障害により書籍を読
むことが困難な者にも適用を広げることで、受益者
の範囲を拡充しました。
（4）アーカイブの利用促進

美術館等の展示作品の解説・紹介用資料をデジタ
ル方式で作成し、タブレット端末等で閲覧可能にす
ることを無許諾で可能にする等、アーカイブの利用
を促進する規定が追加されました。

以上が、平成 30 年改正の概要です。著作物の利用
を促進する方向への改正であったことがお分かりに
なったかと思います。本稿では割愛しておりますが
各条文には細かく要件が定められております。ま
た、改正された条項は解釈が固まっていないため、
実際の適用の場面で迷われた場合には、条文をご確
認の上弁護士等専門家にご相談いただくことをお勧
めいたします。

第4　教育現場における著作物の利用

1．改正のポイント
それでは、教育現場における著作物利用の改正点

をやや詳しく解説したいと思います。
従前より無許諾で許されていた公衆送信は、教育

機関における授業の過程で必要かつ適切な著作物等

の遠隔合同授業（教師が授業を行っている主会場で
の授業の様子を、同時に、遠隔地の副会場に公衆送
信すること）における送信（同時授業公衆送信）です。
同時授業公衆送信とは、主会場にも副会場にも生徒
がいて、同時に授業を受講している場面を想定して
いるとお考えいただくとわかりやすいかと思います。

平成 30 年改正は、同時授業公衆送信以外の公衆
送信すべて（異時授業公衆送信等）を権利制限の対
象に追加しました。これにより、例えば以下のこと
が可能になったと考えられます。

本条は授業の過程における利用のみを対象として
おり、この点は平成 30 年改正によっても変更はあ
りません。そのため、異時授業公衆送信等が可能に
なったといっても、教員間でメールやサーバを経由
して試験問題を交換したり、授業で利用した資料を
記録の目的でサーバに保存する場合には、原則どお

文化庁「著作権法の一部を改正する法律」概要説明資料12頁より抜粋

⃝�対面授業において教材を学校外のサーバを経
由して生徒のパソコンやタブレットに送信す
ること

⃝�教師が授業の予習・復習用の課題を生徒のパ
ソコンやタブレットに送信すること

⃝�生徒がいない主会場で教師が行う授業で使用
する著作物を遠隔地の副会場に配信すること
（スタジオ型リアルタイム配信）

⃝�オンデマンド授業を行う際に講義資料や教材
をサーバ上に保存すること
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り、著作権者の許諾が必要となります。
もっとも、教育現場における複製・公衆送信のい

ずれについても、著作物の種類・用途・部数、当該
複製・公衆送信又は伝達の態様から著作権者の利益
を不当に害しない場合に限って認められています。
MOOC※注（大規模一般人向け公開講座）での著作物
利用は認められないと考えられるでしょう。
2．新たな制度－補償金の支払い

もう一つ、重要な改正点を説明いたします。平成
30 年改正は、異時授業公衆送信等を追加したと同時
に、権利者の正当な利益の保護とのバランスを図る
観点から、この新たに追加された異時授業公衆送信
等につき、著作権者等に補償金を受ける権利を付与
しました。

平成 30 年改正では、既存の権利制限規定で無償
とされている行為類型は無償が維持され、新たに権
利制限として設けられた行為類型には補償金の支払
いが必要となりました。このため、改正法施行後は
利用方法によって有償・無償の別が生じることとな
り、利用方法につき改正前から許されていたのか、
改正後に許されるようになったのかを区別する必要
が生じたといえます。

補償金は法律上当然に発生し、教育機関設置者
が、文化庁長官の指定を受けた一般社団法人授業目
的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）に支払う
ことになります。補償金請求権は個々の権利者に与
えられたもので、補償金の額も個々の権利者毎の交
渉で決せられるのが本来の形です。しかし、教育機
関で利用される著作物等は多種多様であり、また大
量に利用されることから、教育機関が個々の利用に
つき逐一権利者を探し出し、使用料の交渉を行うの
は現実的ではありません。そこで、補償金の請求及
び受領の簡便化、効率化等を図るために、指定管理
団体としての SARTRAS を通じてのみ補償金請求権
を行使できるという仕組みが作られました（改正法
104 条の 11 参照）。

つまり、教育機関としては、著作物を利用する際
は、この団体だけに補償金を支払えば、新たに追加
された範囲内の公衆送信について、権利者の許諾な
しに利用できることになります。具体的な支払い方
法は本稿執筆現在では未定ですが、個々の教育機関
ではなく、教育委員会、学校法人、国、地方公共団体
等の教育機関の設置者ごとに傘下の教育機関の分が

まとめて SARTRAS に支払われることが検討されて
いるようです。

この指定管理団体は補償金請求権を独占的に管理
するため、文化庁の認可制になっています。補償金
の額は本稿執筆現在では未定です。

なお、平成 30 年改正のうちこの 35 条の改正につ
いては、改正著作権法の公布の日である平成 30 年 5
月 25 日から 3 年以内で政令において定める日から
施行されることになっています。施行日までは、対
面授業の同時授業公衆送信以外の公衆送信について
は、権利者の事前の承諾が必要となる点にご注意く
ださい。

 

第5　終わりに

教育現場において著作物は頻繁に利用されている
と思います。著作権法は、原則として他人の著作物
の利用には当該他人の許諾を必要と定めており、無
許諾で利用できる場合を制限規定で限定しています
が、特に学校など教育機関では、無条件に著作物を
利用できると誤解されている例もあるようです。誤
った知識による利用は、著作権者との思わぬトラブ
ルを招くリスクがありますので、著作物の利用にあ
たっては、著作権法の正しい知識を身につけていた
だきたいと思います。

教育現場における著作物については、平成 30 年
改正によって無許諾で利用可能な範囲が拡大しまし
たが、従来と異なり、無償・有償の別が生じ、扱い
は煩雑になるともいえます。本稿執筆現在ではまだ
35 条の改正箇所は施行されておりませんが、本稿が
施行日に先立ち事前に正しく理解していただくきっ
かけになれば幸いです。

I　改正前から無許諾で可能だった利用方法
▶教育機関の授業の過程における複製
▶同時授業公衆送信
Ⅱ　改正後に新たに無許諾で可能となった利用方法 
▶教育機関の授業の過程での公衆送信

⃝ 対面授業の予習・復習用の資料送信
⃝ オンデマンド授業（異時授業）での利用
⃝ スタジオリアルタイム配信授業での利用

Ⅲ　改正後でも利用に許諾が必要と考えられる利用方法 
▶教員間・教育機関間での教材の共有
▶MOOC等大規模一般人向け公開講座での利用

※注 Massive Open Online Coursesの略
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【表1】�平成 30 年度��小学生・中学生・高校生別　相談が多く寄せられた商品・サービス別一覧

【表2】�平成 30 年度��デジタルコンテンツに関する相談の内訳及び割合
小学生（119件）
内訳 件数 %

オンラインゲーム 92 77.3
アダルト情報サイト 19 16.0
デジタルコンテンツ@※1 4 3.4
他のデジタルコンテンツ※2 3 2.5
音楽情報サイト 1 0.8

小学生（165件）
商品・サービス名 件数 %

デジタルコンテンツ 119 72.1
玩具・遊具 8 4.8
歯科治療 4 2.4
スポーツ・健康教室 3 1.8
健康食品 3 1.8

中学生（170件）
内訳 件数 %

オンラインゲーム 75 44.1
アダルト情報サイト 50 29.4
他のデジタルコンテンツ※2 22 12.9
デジタルコンテンツ@※1 17 10.0
出会い系サイト 4 2.4
映画配信サービス 2 1.2

中学生（324件）
商品・サービス名 件数 %

デジタルコンテンツ 170 52.5
健康食品 41 12.7
化粧品 23 7.1
携帯電話 6 1.9
家庭教師 4 1.2
コンサート 4 1.2

高校生（138件）
内訳 件数 %

オンラインゲーム 47 34.1
アダルト情報サイト 33 23.9
デジタルコンテンツ@※1 20 14.5
他のデジタルコンテンツ※2 20 14.5
映画配信サービス 9 6.5
出会い系サイト 8 5.8
音楽情報サイト 1 0.7

高校生（521件）
商品・サービス名 件数 %

デジタルコンテンツ 138 26.5
化粧品 59 11.3
健康食品 47 9.0
コンサート 25 4.8
携帯電話サービス 10 1.9
学習塾 10 1.9

※1 「デジタルコンテンツ＠」は、有料サイト利用料の架空請求に関する相談等
※2 「 他のデジタルコンテンツ」は、アダルト情報サイト、出会い系サイト、オンラインゲーム、映画配信サービス、音楽情報サイト、ギャンブル情報サイト、投資情報

サイト以外のさまざまなデジタルコンテンツに関する相談

平成30年度 
小学生・中学生・高校生の消費生活相談概要

平成 30 年度に東京都内の消費生活センターに寄
せられた相談総数は 29,384 件で、そのうち「若者相
談」（契約当事者が 29 歳以下である相談）は 3,352 件
であり、全体の 11.4％でした。
契約当事者が小学生・中学生・高校生の相談件数

契約当事者が小学生・中学生・高校生の相談総数
は 1,010 件で、前年度の 971 件に対して 4.0％増加し
ています。またその内訳は、小学生 165 件、中学生
324 件、高校生 521 件でした。（図 1）
相談内容の内訳

小・中・高校生からの相談は、インターネットを
通じて得られる情報の「デジタルコンテンツ」が多
く、小学生の相談の 72.1％、中学生の相談の 52.5％、

高校生の相談の 26.5％を占めています。
そのほかの相談では、ダイエットサプリ、バスト

アップサプリ、筋肉増強サプリ、酵素食品などの「健
康食品」、脱毛クリーム、二重瞼化粧品、洗顔料など
の「化粧品」が目立ちます。「健康食品」「化粧品」い
ずれの相談でも、複数回以上の継続購入であること
に気づかなかったとの定期購入に関する相談が多く
寄せられています。
   「コンサート」も目立ちますが、チケットの個人間
売買に関する相談が多く寄せられています。（表 1）

相談の最も多い「デジタルコンテンツ」の内訳を
見ると、小・中・高校生ともに「オンラインゲーム」
と「アダルト情報サイト」の相談が多くを占めてい
ます。「オンラインゲーム」では、親が気づかぬうち
に子供が親のスマートフォンやクレジットカードを
使って課金したことで高額請求を受けたとの事例が
多く寄せられています。

このほかでは、有料サイト利用料の架空請求等の
「デジタルコンテンツ＠」が多く、また、「出会い系

サイト」や「映画配信サービス」の料金請求トラブル
に関する相談も寄せられています。（表 2）
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【図 1】�契約当事者が小・中・高校生の相談件数
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相談事例

オンラインゲームの課金トラブル

小学生の息子が私のスマートフォンでオン
ラインゲームをして課金していた。クレジッ
トカードの請求を見て初めてそのことに気づ
いた。たった 1 日で 8 万円も利用しているよう
だ。支払いをしなければならないか。

★消費者及び教員の方へのアドバイス�
オンラインゲーム利用については登録の際に年齢

確認があり、未成年であれば、利用可能な上限金額
が設けられていることが一般的です。上記のような
ケースでは、親のスマートフォンで年齢を偽って登
録した可能性が考えられ、スマートフォンに紐づい
ているクレジットカードでの決済に繋がったと思わ
れます。未成年者が行った契約は取消しできる場合
がありますが、未成年者が詐術（成年であるかのよ
うに事業者をだます行為）を行った場合には取消し
はできないので、親権者はスマートフォンやクレジ
ットカードの管理についての注意が必要です。

定期購入と気づかせずに購入させるトラブル

  中学生の娘が、インターネットで「10 円でお
試しできる」というダイエットサプリの広告を
見てインターネット上から申し込んだ。昨日、
2 回目の商品が送られてきて、2 回目以降は 4
千円近くになり、最低 6 回買わないとやめられ
ない契約になっているとわかった。娘は 10 円
だったのでお小遣いで買えると思って申し込
んだが、総額 1 万 5 千円も払うことになる契約
とは思わなかったと言う。契約を取り消した
いので事業者に連絡をしようと思うが、電話番
号や住所の表示が見つからず、困っている。

★消費者及び教員の方へのアドバイス� 　
インターネット通販などでは、初回の安さなどに

注目させ、定期購入と気づかせずにサプリメントや
化粧品などを購入させるトラブルが増えています。
こうした販売方法があるということを知り、家庭や
学校で共有しましょう。サイト内の購入条件や返
品・解約のルールをきちんと確認してから申し込み
ましょう。

アダルト情報サイトのワンクリック請求

私は高校生。母親名義のスマートフォンを
使っている。昨日、無料と思ってスマートフォ
ンでアダルト画像をタップしたら、画面がフリ
ーズした。何度も画面をタップしたところ、確
認画面になって、「誤操作の場合、退会ボタン
を押すように」とあったので押したら、「電話
するように」と電話番号が書いてあった。電話
したが相手は出なかった。その後 SMS（ショー
トメッセージ）が届き、「誤操作ではないので
40 万円を請求する。明日までにクレジットカ
ードで決済するように。小さい子がした場合
は名義人に請求する」と書かれていた。母親に
は話していない。どうしたらよいか。

★消費者及び教員の方へのアドバイス�
消費者に会員登録や契約をしたと思わせて高額な

料金を請求する「ワンクリック請求」と呼ばれる手
口です。クリックすることで有料のアダルトサイト
への登録となることが消費者にはっきりわかるよう
に書かれていたわけではないので、契約は成立して
いるとは言えず、支払い義務も生じません。また、
サイト事業者へ連絡すると自分から連絡先を教える
結果になります。絶対に連絡しないでください。

「成年年齢引き下げ」を踏まえ 
若年者の消費者被害を防止するために

2022 年 4 月の改正民法の施行により、成年
年齢が 20 歳から 18 歳へ引き下げられます。
改正法の施行後は、18 〜 19 歳の被害に対し
て未成年者取消権が使えなくなるため、消費
者被害が拡大するおそれがあります。18 歳で
急に成年としての責任について自覚が芽生え
るものではないため、早い時期から段階的に
消費者教育を行っていくことが必要です。

⃝困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター
TEL：03-3235-1155
消費者ホットライン　TEL：188（局番なし） 
お近くの消費生活相談窓口につながります。

わたしは消費者 No.1596
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⃝キャンペーンの詳細はこちら↓
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
center/campaign/wakamono_press.html

若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施のお知らせ

東京都は、若者の消費者被害の未然防止・早期発
見を図るため、毎年 1 月〜 3 月を「若者向け悪質商
法被害防止キャンペーン月間とし、さまざまな啓発
事業を実施します。

キャンペーンについて

【概　要】
期間：令和 2 年 1 月〜 3 月
▶︎ キャンペーンキャラクターの「ボク、カモかも…。」

デザインのポスター、リーフレットを都内各所に
掲出・配布します。
〜都内全高等学校にお送りしています。校内での
ポスターの掲示等にご協力をお願いします｡〜

▶︎ タレントの ぺえさん が登場する悪質商法被害防
止 PR 動画を作成しました。

・HP「東京くらし WEB」で、動画配信中
・ SNS(Instagram、Facebook、Twitter) や You 

Tube での動画広告実施（1 月〜 3 月）

【事業内容】
さまざまな広報媒体を通して情報提供、啓発を行

います。
▶︎交通広告の実施（3 月上旬）

電車内・駅でのポスター広告や都営地下鉄・JR
山手線で動画放映を実施します。

▶︎特別相談「若者のトラブル 110 番」
　日　　時：3 月 9 日（月）、10 日（火）

　受付時間は 9 時から 17 時まで
　相談電話：03-3235-1155

若者に多い消費者被害・悪質商法の手口

♦マルチ商法  
販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介

料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収
入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増
えています。
□ 「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない！
♦アポイントメントセールス  

販売の目的を隠して店舗等に呼び出し、契約を結
ばせる商法。
□  悪質事業者が友達を装っている場合があるので、

SNS で知り合った人と会う時は慎重に。
♦架空請求  
   「支払わないと法的手続きに入ります」など根拠の
ない SMS を送りつけて連絡させようとする架空請
求が多発。
□ 慌てて、電話やメールをしない。
□ 身に覚えのない請求には、応じない。
♦ネット広告等をきっかけとしたトラブル  
□  SNS やネット上の「お得」「今がチャンス」などの

広告を安易に信用しない。
□  本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、

その場の雰囲気で安易に契約しない。

東京都消費生活総合センター

こちらから動画を
ご覧いただけます

▼

15秒動画 30秒動画

生徒に対して、悪質商法の被害に遭わな
いための注意喚起と、困ったら一人で悩ま
ず、最寄りの消費生活センターにすぐ相談
するよう、お知らせください。

わたしは消費者 No.159 7
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〒162-0823　新宿区神楽河岸1-1　☎ 03-3235-1157
東京都消費生活総合センター

⃝  架空・不当請求にはさまざまな手口がありますが、共通しているのは、あたかも契約が成
立したかのように装って不安をあおり、あなたの方から連絡をさせるように仕向けてい
る点です。

⃝  契約は、申込みと承諾の意思表示が合致した時に成立しますが、申込みの意思がない場合
は、契約は成立していません。

⃝  架空・不当請求事業者は個人情報を取得したように装ってい
るだけで、重要なことはほとんど知りません。そのため、連絡
をしてきた人に、言葉巧みに名前や住所等の個人情報を聞きだ
そうとします。

⃝ 契約が有効に成立していないものにお金を払う必要はありません。
スマホ等に限らず端末からサイトにアクセスしたことで、IP アドレス等の情報をアクセス
先のサイトに知られたとしても、それだけで事業者が個人を特定することはできません。

⃝  架空・不当請求事業者から料金の請求があっても、自分から連絡をしたり、お金を支払っ
たりすることは絶対にしないでください。もし、少しでも請求内容に疑問や不安を感じた
ら、まずは消費生活センターに相談しましょう。

架空・不当請求は性別・年代問わず、
あらゆる人が被害に遭っているのが特徴です。

（参照 HP「東京くらしWEB」こんなところに とらぶるの芽No.37　2015年1月より） 

架空請求の「ワナ」に気を付けて！

架空･不当請求の手口

架空･不当請求への対処

♦︎相手の事業者に自分から連絡しない。 
♦︎慌ててお金を払わない。 
♦︎ 請求内容に疑問、不安を感じたら、すぐに
　最寄りの消費生活センターに相談する。

ここに
気をつけよう

画面上に「誤作動で登録の方はこちら」、「退会手続きはこち
ら」、「未成年なら解約可能」、「24 時間以内なら退会可能」、「消
費者相談窓口」等と表示して電話やメールをさせようとするも
のがありますが、これも個人情報を聞き出す「ワナ」ですので、
絶対に連絡をしないでください。個人情報を教えると、さらな
る脅しの材料を与えてしまうことになるので注意しましょう。

わたしは消費者 No.1598
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